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作成日：令和５年１１月９日 

作成者：ＴＫＣシステム開発研究所 

 

令和５年分「扶養控除等申告書」の様式改正とシステムへの入力場所 

 

【令和５年分「扶養控除等申告書」の変更箇所（赤枠部分）】 
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【年末調整タブ－「11 年調社員情報の入力(確認)」(※)での入力項目】 

※あんしん給与の場合は「年調情報の入力」 

Ａ：控除対象扶養親族の「非居住者である親族」欄 

Ｂ：「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄 

   「扶養親族」タブの「扶養親族（家族詳細）」画面で入力します。 

 

 ※次ページの画面イメージ参照。 

 

 

「住民税用の入力」画面 
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Ｃ：住民税に関する事項の「寡婦又はひとり親」欄 

  「本人控除・前職分」タブの「ひとり親等(住民税)」欄で入力します。 

 

 

【ご参考】令和５年分「扶養控除等申告書」の「非居住者である親族」欄に関するご注意 

(令和５年分「扶養控除等申告書」裏面の２(6)をもとに記載) 

①年齢が「16歳以上30歳未満又は70歳以上」の非居住者である親族は、「留学」「障害者」「38万円

以上の支払」に該当する場合でも、「16歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェックを付けます。 

②年齢が「30歳以上70歳未満」の非居住者である親族が、「留学」「障害者」「38万円以上の支払」

のうちの複数の要件を満たす場合、いずれか１つにチェックを付けます。 

③非居住者である親族について扶養控除の適用を受ける場合に提出すべき確認書類が改

正されています。下記【ご参考】税制改正の内容の(1)②をご参照ください。 

 

【ご参考】税制改正の内容（昨年分の年末調整でご案内した内容と同様です） 

下記(1)(2)の改正に伴い、令和５年分「扶養控除等申告書」の様式が改正されました。（下

記の図等は、国税庁ＨＰ「令和５年分 年末調整のしかた」から一部抜粋） 

(1) 国外居住親族に係る扶養控除の見直し(所法２、194、195、203の６)への対応 

①令和５年１月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされ

ました。 

1)年齢16歳以上30歳未満の人 

2)年齢70歳以上の人 

3)年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人 

a.留学により非居住者となった者 

b.障害者 

c.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受け

ている者 

Ｃ 
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②年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記①に該

当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、

又は提示する必要があります。 

 

 

③「給与所得の源泉徴収票」の「控除対象扶養親族」の「区分」欄には、非居住者に該当する場

合、令和４年分までは「〇」を記載することとされていましたが、令和５年分からは上記①

の区分に応じた番号を記載することとされました。 

なお、これは年の途中で退職者へ交付する「給与所得の源泉徴収票」においても同様です。 

 

(2) 個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備(地法45の3の2、317の3の2、地規2の3  

の2) 

退職手当等(源泉徴収されるものに限ります。)の支払を受ける配偶者(※１)又は扶養親  

族(※２)について、氏名等を「扶養控除等申告書」(扶養親族等申告書)に記載することとされ

ました。 

(※１)給与所得者と生計を一にする配偶者で、令和５年中の退職所得を除いた合計所得金額の

見積額が１３３万円以下であるものに限ります。 

(※２)令和５年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が４８万円以下であるものに限り

ます。 

 

【ご参考】「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄等の追加の背景 

扶養親族等の要件とされる合計所得金額には、所得税では退職所得を含めますが、住民

税では含めないこととされています。このため、所得税では退職所得を含めて合計所得金

額が４８万円超となるため扶養親族に該当せず扶養控除を適用できない場合であっても、

住民税では退職所得を含めずに計算すると合計所得金額が４８万円以下となるため扶養

親族に該当し扶養控除を適用できるということがありえます。 
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この場合に、住民税での扶養控除等の適用漏れを防止する観点から、令和５年分以後の

「扶養控除等申告書」で従業員は給与支払者に申告し、給与支払者は給与支払報告書で市

区町村に報告することとされました。 

これに伴い、令和５年分「扶養控除等申告書」で「退職手当等を有する配偶者・扶養親

族」欄及び「寡婦又はひとり親」欄が追加されました。なお、これに伴い令和６年度（令

和５年分）の給与支払報告書の記載要領が改正されました。 

 

以上 
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